日高市個人委託介護認定調査員募集要項
１　業務内容・登録要件
	目　的
	介護保険事業所等に所属しない介護支援専門員に要介護認定等調査業務を委託します。自宅等を拠点に認定調査ができる方を募集します。

	業務内容
	介護保険法の規定による要介護・要支援認定の申請者の自宅または病院・施設などへ訪問し、心身の状態などの調査を行い、厚生労働省で定める要介護認定審査会での審査判定の資料となる認定調査票を作成、提出を行う。

	登録要件
	以下①から⑤の要件をすべて満たすこと。
1 介護支援専門員証（有効期間満了前）及び普通自動車運転免許を有すること
2 介護支援専門員の業務について厚生労働省の定める基準に違反したことがないこと。
3 認定調査員（直営・委託）として一定の経験があること。
4 契約成立時点において、介護保険事業所等に所属していないこと。
5 調査業務に必要な交通手段及び通信手段を確保できること。
6 埼玉県による研修や日高市が実施する訪問調査同行研修等に参加できること（経験に応じ必要な場合）。



２　委託内容
	委託内容
	①日高市からの調査依頼に基づき、認定調査を実施の上、認定調査票を作成　
　し、おおむね依頼から２週間以内に日高市に認定調査票を提出する。
②調査１件あたり４，４００円（消費税及び地方消費税等を含む。）。
③契約期間は、契約締結日から年度末３月31日まで。



３　申込手続、選考方法について
	提出書類
	1 市販の履歴書（写真添付）
2 介護支援専門員証及び運転免許証の写し
3 日高市個人委託介護認定調査員聴き取り票
※提出していただいた書類は返却いたしません。

	提 出 先
	〒350-1292　埼玉県日高市大字南平沢1020番地
日高市役所　健康推進部　長寿いきがい課　介護保険担当

	受付期間
	随時受付
[bookmark: _GoBack]午前9時から午後4時30分（土日・祝日・年末年始は除く。）

	申　　込
・
選考方法
	提出書類を提出先へ郵送、または直接持参にて提出してください。日高市にて書類審査、必要に応じ面接を行います。日高市より日程調整等の連絡をしますので、これをお待ちください。


（注意事項）
1 記入は必ず申込者本人が行ってください。
2 提出書類の記載事項に不正があったときには、登録を取り消す場合があります。
3 提出書類は一切返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

４　その他
	委託料
	1 委託料の支払整理日は毎月月末で、調査実績に基づき、翌月中に受託者の指定口座に振り込みます。
②契約は単年度・単価契約です。認定調査に必要な諸経費はすべて受託者負担
　であり、委託料以外の支払いはありません。

	その他
	1 雑所得として、自己で確定申告が必要です。
2 一般社団法人日本介護支援専門員協会が提供する介護支援専門員賠償責任補償制度について、万一に備えて加入をご検討ください。



≪問い合わせ先≫
　　　日高市健康推進部長寿いきがい課介護保険担当
　　　日高市大字南平沢1020番地
　　　電　話　042-989-2111（代表）
　　　ＦＡＸ　042-985-4444
